
資料２

平成２７年度フォローアップ研修の説明ポイント
（実務向上研修）

１．政治資金監査の質の向上について

～登録政治資金監査人に対する指導・助言のあり方～

政治資金監査の質の向上の取組（登録政治資金監査人に対する個別の指導･助言）について

説明。 

○	 政治資金監査報告書の記載状況等を報告してもらい、改善につなげることで、政
治資金監査に対する高い信頼を確保するとともに、政治資金監査チェックリストの

活用促進等登録政治資金監査人への注意喚起による政治資金監査のより適確な実施

等を図ることを目的に、登録政治資金監査人に対して個別の指導・助言を実施する。 
○	 平成２６年分の収支報告書（定期分）に係る政治資金監査から対象とし、個別の
指導･助言については、本年１２月下旬以降に行うこととする。

２．政治資金監査人の業務制限について

登録政治資金監査人の業務制限に関する検討内容について説明。 

◆ 政治資金適正化委員会における検討 
○	 平成２６年３月に公表した「政治資金適正化委員会における取組及び検討状況に
ついての取りまとめ」を踏まえ、登録政治資金監査人の業務制限の範囲について「制

度的対応が必要」とされたものについて、取りまとめで示された方向性をもとに検

討を行った。 

◆ 検討結果の概要 
○	 政治資金監査マニュアルで「適当ではない」旨規定している「自らが作成・徴取
した会計帳簿等の関係書類について自ら政治資金監査を行う場合」を制度化するに

当たり、具体的に業務制限の対象とすべき範囲を検討した結果、特定の年分の収支

報告書が対象とする期間の開始の日から当該年分の収支報告書の提出期限までの範

囲で業務制限を課すべきとされ、この取扱いについて所管庁に検討を求めることと

した。

３．平成２５年分政治資金収支報告の概要

昨年１１月末までに公表された平成２５年分政治資金収支報告について、国会議員関係政治

団体を中心に、収支報告書の提出状況及び全体の収支の概要を紹介。
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◆ 総務大臣分＋都道府県選挙管理委員会分（国会議員関係政治団体分） 
○ 届出団体数 ３，６８９団体、うち提出団体数 ３，５５５団体 
○ 提出団体に係る収入総額 ６４８億円、支出総額 ４５３億円

４．平成２５年分収支報告に係る政治資金監査報告書の概要

平成２５年分収支報告に係る政治資金監査の結果を解説。併せて、一部の政治資金監査報告

書に見受けられた必ずしも正確でない記載等の是正に向けた今後の対応方針を紹介。 

◆ 政治資金監査の結果

H24年分 H25年分 
○	 政治資金監査の対象となった事項について 96.5% → 97.1%

すべて確認できたもの
 

○ 何らかの不備を指摘したもの	 3.5% → 2.9% 

◆ 政治資金監査報告書の記載状況等 
○	 平成２５年分収支報告に係る政治資金監査報告書においても、一部ではあるが、
その記載内容等について、政治資金監査マニュアルに規定された記載例から逸脱し

たものの指摘があったところ。 
○	 また、都道府県選挙管理委員会から「登録政治資金監査人に対する研修の充実」、
「個別の登録政治資金監査人に対する指導の徹底」などの意見が寄せられていると

ころ。 
○	 そのため、登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言の実施、フォローアッ
プ研修の充実等の取組を通じ、個々の登録政治資金監査人に対してきめ細かな指導

・助言を行い、より精度の高い政治資金監査報告書が作成されるよう注力。

５．政治資金監査について

政治資金監査の実施及び政治資金監査報告書の作成について、「政治資金監査チェックリス

ト」及び「政治資金監査報告書チェックリスト」に基づき、具体の様式例を参考に、実際に見

受けられた参考事例を踏まえながら、特に留意すべき点等を解説。 

◆ 政治資金監査の実施に当たって 
○ 政治資金監査の基本的性格 
○ 登録政治資金監査人の資格 
○ 業務制限 
○ 政治資金監査の実施時期 
○ 政治資金監査の実施場所 
○ 政治資金監査の流れ
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◆ 政治資金監査の実施 
○ 保存書類の確認 
○ 会計帳簿の記載 
○ 収支報告書の表示 
○ 振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書の記載 
○ 会計責任者等に対するヒアリング 

◆ 政治資金監査報告書の作成 
○ 「あて名」などに関する記載 
○ 「１ 監査の概要」に関する記載 
○ 「２ 監査の結果」に関する記載 
○ 「３ 業務制限」に関する記載 

◆ その他の留意事項

６．演習問題

政治資金監査の実施及び政治資金監査報告書の作成に当たり、誤りやすい事例や留意すべき

点等について、演習問題を使って解説。 

◆ 政治資金監査について 
○	 会計帳簿、領収書等及び収支報告書を突合するうえで誤りやすい事項や問題とな
る点等を明らかにする。 

◆ 政治資金監査報告書について 
○ 政治資金監査報告書の記載上の誤りやすい事項等を明らかにする。

７．参考資料

１ 政治資金適正化委員会ホームページ

２ 政治資金監査チェックリスト

３ 政治資金監査報告書チェックリスト
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